
事  務  連  絡 

平成２１年３月２５日 

 

 

各都道府県消防防災主管部 殿 

東京消防庁・各指定都市消防本部 殿 
 

 

消 防 庁 予 防 課  

 

 

「社会福祉各法に法的位置付けのない施設・共同住宅を利用する生活保

護受給者の防火安全体制の確認について」（社援保発第０３２５００１

号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）について 

 

社会福祉各法に法的位置付けのない施設・共同住宅を利用する生活保護受給者の防

火安全体制の確認について、厚生労働省社会・援護局保護課長から各都道府県民生主

管部局長等あて別添のとおり通知されましたので、参考として送付いたします。 

民生部局から消防機関に対し、消防法令の違反又はその疑いについて情報提供がな

された場合には、適切に対応されるようお願いいたします。 

各都道府県消防防災主管部にあっては、貴都道府県内の市町村に対してその旨周

知をお願いします。 

 

 

 

 

 

担当 

消防庁予防課 村井、塩谷、永瀬 

電 話：０３－５２５３－７５２３ 

ＦＡＸ：０３－５２５３－７５３３ 
















































